
様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会議の名称 第 20 回越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理審議会 

開催日時 

午前・午後 ２時００分から 

 令和５年１１月２７日(月) 

午前・午後 ３時００分まで 

開催場所  吉川市役所２０１会議室 

出席委員(者)氏名 

菊名剛委員、菊名三津男委員、末重秀二委員、 

鈴木繁委員、鈴木晴夫委員、竹内清武委員、谷口巖委員、 

永塚守利委員、中村嘉市委員、名倉定一委員、 

細田哲也委員、木﨑秀夫委員、村瀬信雄委員 

欠席委員(者)氏名  小倉重治委員、有限会社大幸牧場委員 

担当課職員職氏名 

吉川美南駅周辺地域整備課課長   木村克芳 

吉川美南駅周辺地域整備課副主幹  小林浩二 

吉川美南駅周辺地域整備課主査   田口裕章 

吉川美南駅周辺地域整備課主事   深瀬友浩 

吉川美南駅周辺地域整備課主事   上原彰洋 

吉川美南駅周辺地域整備課主事   黒須崚太 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 

（１）開会 

（２）第１３回仮換地指定について（非公開） 

（３）施行者限りの処理について（非公開） 

（４）閉会 

 

非公開の理由 

（会議を非公開にし

た場合） 

「第１３回仮換地指定について」「施行者限りの処理について」は、

吉川市情報公開条例第７条第２号に規定されている「個人に関する情

報」等が含まれるため、吉川市市民参画条例施行規則第３条第２号の

規定に基づき、非公開とする。 

傍聴者の数  ０人 

会議資料の名称 

 次第 

 第１３回仮換地指定について（資料１）（回収資料） 

 施行者限りの処理について（資料２）（回収資料） 



 土地利用計画図（第三回変更）（掲示資料） 

 従前の土地図（掲示資料） 

 第１３回仮換地指定位置図（掲示資料） 

会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 ■録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

会議録確認指定者  鈴木晴夫委員、竹内清武委員 

その他の必要事項  無 

 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

（１）開 会 

（２）配付資料の確認 

（３）会長の挨拶 

（４）会議の成立 

・会議の成立は、土地区画整理法第６２条第３項の規定により、委

員の半数以上の出席が必要とされています。 

・本日、委員１５名のうち１３名が出席のため、本審議会は成立し

ていることを報告します。 

 

（５）議事録の署名委員の選出 

・本日の議事録署名委員は、鈴木晴夫委員、竹内清武委員にお願い

します。 

 

（６）会議の公開・非公開の決定 

・本日の議事である「第１３回仮換地指定について」、「施行者限

りの処理について」は、閲覧していただく資料に地権者の個人情

報が記載されているなど、吉川市情報公開条例第７条第２号に規

定されている「個人に関する情報」等が含まれるため、吉川市市

民参画条例施行規則第３条第２号の規定に基づき、非公開とする

ことが妥当であると考えます。 

 

（異議なし） 

 

（７）議事 

【第１３回仮換地指定について】 

（「諮問文第２４号」朗読。） 

（「第１３回仮換地指定について（資料１）」） 

・今回、仮換地の対象は、従前の宅地の筆数１９筆、登記地積９，５８

２．００㎡、基準地積１０，０５５．８７㎡、仮換地の画地数は、１

０画地、地積は４，８４４㎡、仮換地の権利毎の件数は８件です。 

・今回の仮換地指定の対象者は、今年度または来年度にかけてガス、上

下水道などの供給処理施設の引込み管を敷設するにあたり、今後、敷

設位置などの意向調査を予定している方と、建設副産物が発見された



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

会長 

 

 

各委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

土地の評価を見直し、換地変更が必要となった仮換地の「取消指定」

「再指定」を行う方を対象としています。今回の仮換地指定により、

仮換地の面積ベースで約８割の仮換地指定が実施されることになりま

す。 

・仮換地指定の「取消指定」「再指定」を行う    様について説明

します。 

・これまでは、建設副産物が確認されていない土地として、土地評価を

行い、２３街区２画地に６２９㎡の仮換地指定を行いました。その

後、従前地の掘削工事をしたところ建設副産物が確認されたため、土

地評価基準に基づき土地評価を見直した結果、仮換地面積が減少しま

した。  様の場合、隣接地が保留地であることから、仮換地の減少

を隣接する保留地との境界線を変更することにより、同じ場所で面積

のみを減少し、６０４㎡での仮換地を予定しております。 

 

（第１３回仮換地指定について（資料１）及び従前の土地図（掲示資

料）及び第１３回仮換地指定位置図（掲示資料） 閲覧） 

 

【質疑応答】 

・無し。 

 

・諮問第２４号「第１３回仮換地指定について」、原案に異存のな

い方は、挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

・挙手全員により、諮問第２４号「第１３回仮換地指定につい

て」、原案のとおり、異存のない旨を答申いたします。事務局

は、答申書の準備をお願いします。 

 

（会長が答申書へ署名・捺印） 

 

・答申文を代読願います。 

 

（答申文の代読） 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行者限りの処理について】 

「施行者限りの処理について（資料２）について説明。」 

・今回は、産業ゾーンに誘致した企業からの申出により仮換地の合併を

行った４件、以前の審議会でも報告した内容と同じく、仮換地先の分

割に伴い、従前地の分筆を行った２件、仮換地の分割のみを行った１

件の計７件について報告します。 

・土地所有者である          様より取消指定前３１画地で

あった仮換地を２画地に合併したいとの要望を受けて仮換地を合併し

ております。なお、仮換地が２画地となった理由は、従前の筆に異な

る内容の抵当権が設定されているためです。また、対象地である仮換

地は、取消指定前と再指定後の合計面積・形状に変更はありません。 

・              様、             様、 

       様の３社からも同様に、各企業からの申出により取消

指定前に複数あった画地を１画地に合併しております。こちらにつき

ましても、取消指定前と再指定後の仮換地の面積及び形状に変更はあ

りません。 

・５件目については、土地所有者である    様より、１，５０７㎡

の仮換地を、将来の土地利用にあわせて、２画地に分割したいとの要

望を受けて、従前地の分筆及び仮換地の分割を行いました。対象地で

ある仮換地は、取消指定前と再指定後の面積及び形状に変更はありま

せん。 

・土地所有者の       様も同様に、将来の土地利用にあわせて

１画地であった仮換地を２画地に分割したいとの要望を受けて、従前

地の分筆及び仮換地の分割を行っております。 

・７件目については、土地所有者である   様より８７６㎡の仮換地

を将来の土地利用に合わせて２画地に分割したいとの要望を受けて仮

換地の分割を行いました。なお、仮換地の分割を実施するにあたり、

従前地２筆の面積に応じて仮換地を２画地に分割してほしいとの希望

であったため、従前地の分筆は不要となっております。対象地である

仮換地は、取消指定前と再指定後の面積及び形状に変更はありませ

ん。 
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【質疑応答】 

・仮換地の分割作業に関わる費用は、地権者が負担するのでしょうか。 

 

・仮換地の分割に関しましては、地権者様のご要望を受けて実施するた

め、従前地の分筆に関わる費用や仮換地の分割に関わる計算費用など

を地権者様にご負担いただいております。 

 

【連絡事項等】 

・令和３年９月の第１４回審議会にて報告しました、産業ゾーンの一部

に残置された構築物に対する土地明渡請求事件についてです。第１審

では、市側が主張した土地明渡しを認める判決が言い渡されました。

その後、控訴申立書が提出されましたが、令和５年４月６日に和解が

成立し、相手方によって、残置されていた構築物の撤去がされ、令和

５年５月１１日限りで市に土地が明け渡されたことをご報告いたしま

す。 

・次回、第２１回の審議会は、年明け２月頃を予定しております。 

・本日の資料の中には個人情報の記載等がありますので、この場で回収

をさせていただき、事務局にて適切に管理させていただきます。ま

た、本日の審議会の中で、知り得た個人情報につきましても、取

り扱いには十分ご注意くださいますよう併せてお願いいたしま

す。 

 

（８）閉 会 

・以上をもちまして、第２０回 越谷都市計画事業 吉川美南駅東口周

辺地区土地区画整理審議会を閉会いたします。 

 

以 上 

 

以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和５年１２月１４日             令和５年１２月２２日 

署名委員  鈴木 晴夫          署名委員  竹内 清武 


